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建築工事届等の改正について

①建築工事届及び建築物除却届の様式を定めている、建築基準法施行規則が改
正され、令和６年１０月１日に公布・施行。
②建築工事届及び建築物除却届について、令和６年中に着工又は除却を行う建築物
については従前の様式を使用し、令和７年１月１日以降に着工又は除却を行う建築
物については新様式を使用する。
・建築工事届が旧様式で届いた際の取扱い（令和７年１月１日以降の着工建築物）
→新様式での再提出を求める事は不要。建着の調査票作成に必要な情報

(新様式の「６．ハ．用途」欄)については、建築計画概要書等から確認。
→10月1日以降、旧様式での提出があった場合は、新様式への切り替えの
周知にご協力をお願いします。

③建築工事届の主な改正点
・第二面 「５．主要用途」欄については、従来は中分類項目まで記載していたところ、
大分類項目の区分に簡素化。
・第二面 「６．ハ．用途」欄については、従来は使途区分の７区分から選択していた
ところ、建築確認申請の用途分類と同じ分類に変更。
・第二面 「６．ト．用途ごとの工事部分の床面積」欄については、精度向上のため
用途ごとに上位３つまでの床面積を記載。
・第二面 「６．チ．建築工事費予定額」欄に消費税込みのチェック欄を追加。
・第三面 「２．チ．建築物の評価額」欄を万円単位に変更。（除却届も同様。）
・全体として、小数点以下の数値は四捨五入し、整数で記入。



建築工事届等の改正について

第一面

工事内容について確認を行う際に
回答ができる担当者の氏名・電話
番号のご記入をお願いします

※除却工事施工者も同様



建築工事届等の改正について

第二面

記号用途の分類

08010一戸建ての住宅

……

08438日用品の販売を主たる目的とする店舗

……

記号主要用途の区分

01
住宅、住宅附属建築物（物置、車庫
等）

居住専用住宅

02
寮、合宿所、寄宿舎、準住宅附属
建築物

居住専用準住宅

記号

主要用途の区分 産業
専用

居住
産業
併用

3010農業、林業、漁業、水産養殖業農林水産業

………

3616卸売業、小売業

………

②建築確認申請の用途分類と
同じ番号を選択

①分類表から選択
（大分類に簡略化）



建築工事届等の改正について

物件名を記入
暫定的な名称で構いません

第二面

旧様式では２種類以上
新様式では３種類以上
の場合にチェック

チェックボックスから数字の記入
に変更（選択肢は変更なし）

２種類以上の用途がある場
合、床面積が大きい順に３
種類までの用途について

記入

税込みの場合はチェック



建築工事届等の改正について

第三面

単位を「万円」に変更
※除却届も同様

「新設」と「その他」のみに簡略化



建築工事届等の改正について

・国土交通省HPにおいて、excelの建築工事届様式を配布しております。
・調査票の形式に自動で転記するシートを付けております。ご活用をご検討ください。

自動転記


